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令和２年度修学旅行中止の御連絡 

 

 向寒の候、保護者の皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、新型コロナウィルスの影響で１月（1 月 26 日～29 日：3 泊 4 日）に延期された令和２年度修学

旅行について、現在における目的地（大阪、兵庫、京都、滋賀）の新型コロナウィルス感染状況は以下の

とおりとなっております。 

 

  1 大阪モデルにおける『イエロ－ステ－ジ（警戒）』である。 

 

  2 政府の分科会によるステ－ジ 1～4 の判断に用いる 6 項目の指標において 

大阪府：  9/7    2 項目でステ－ジ 3（感染者の急増）に該当 

    ➡ 11/中旬  5 項目でステ－ジ 3（感染者の急増）に該当 

         11/26 分科会の尾身茂会長は記者会見で、「札幌市、東京 23 区、名古屋市、

大阪市がステージ 3 に相当する」と述べた。       

兵庫県：  9/7    1 項目でステ－ジ 3 に該当 

        ➡ 11/中旬  3 項目でステ－ジ 3（感染者の急増）に該当 

 

3 政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は 25 日、政府の観光支援策「Go To トラベル」

事業について、感染状況が 2 番目に深刻な「ステージ 3 相当」と判断された地域は一時停止とし、

‥≪省略≫‥ 政府は現在、感染拡大地域を「目的地」とする旅行を一時停止の対象としている。 

➡福島県教育長「修学旅行など宿泊を伴う学校行事の実施について」（通知 6/26）によると、旅行

先が「延期、中止または行き先を変更する場合」の判断となる「レベル 2」以上に相当する。 

 

 

※延期決定時期（９月）よりも状況が悪化している。 

 

以上を鑑みて、お子様の安全・安心の確保と御家庭の御理解を得た上での実施は困難と判断し、誠に残

念ながら修学旅行を中止としました。 

なお、この度の決定の手順については 7/9 に開催しました「令和２年度修学旅行実施に関する第２学

年臨時保護者会」を経た第 2 学年の総意に基づいております。御理解の程よろしくお願いします。 

また、返金等における今後の様々な事案については、随時御家庭へ御連絡します。 

今後とも第２学年の教育活動に御理解と御協力をお願いします。 


